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出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

   〔社会福祉課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５６号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第１号） 

   〔高齢福祉課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

   〔国保年金課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

   〔市民課〕 
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    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 
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    ・職員紹介（自己紹介） 

    ・議案第５９号 那須塩原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

            改正について 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 
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    ・職員紹介（自己紹介） 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５６号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第１号） 

   〔学校教育課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５６号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第１号） 

   〔生涯学習課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

   〔スポーツ振興課〕 

    ・職員紹介（自己紹介） 

    ・議案第５８号 那須塩原市体育館施設条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第５６号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第１号） 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。  

  ただいまから福祉教育常任委員会を開会いたし

ます。 

  なお、金子哲也委員より、本日遅刻する旨の届

け出がありました。 

  本日は、６月定例会の常任委員会にご出席をい

ただき、まことにありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会が審査すべき案

件は、条例の一部改正案件２件であります。 

  なお、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき補正予算案件１件につきましては、

関係所管課のところで随時、予算常任委員会第二

分科会へ切りかえて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いいたすとともに、円滑な進行にご協力くださ

いますようお願いを申し上げまして、挨拶といた

します。お疲れさまです。 

○磯書記 ありがとうございます。 

  それでは、審査事項のほうに入ります。 

  ここからの議事進行は委員長のほうで行います。

お願いします。 

○佐藤委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 これより保健福祉部の審査を始めま

す。 

  審査に先立ちまして、田代保健福祉部長からご

挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○田代保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 次に、職員紹介に移ります。 

  健康増進課の皆さんがお見えですので、今後、

説明員として委員会に出席いただく皆様から自己

紹介をいただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  健康増進課につきましては、今回、付託案件が

ございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、健康増進課の皆

さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  健康増進課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０８分 
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○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○佐藤委員長 社会福祉課の皆さんがお見えですの

で、今後、説明員として委員会に出席いただく皆

様から自己紹介をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第56号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 （議案第56号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、３款１項２目障害者福祉費

の障害者福祉総務費の中のバス代の借り上げ料の

補正ということだと思いますが、まず、その日程

が変更になったというところについては、どうい

うふうに変更になったんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 こちらにつきましては、例年

は栃木県の総合運動公園、そちらのほうで開催を

しているということでございますが、今年度につ

きましては、そちらのほうが改修工事が入ってお

りまして、場所としては、今年度は栃木市の総合

運動公園、こちらのほうで開催するということに

なりました。 

  ただ、そのときに栃木市の総合運動公園で実施

するということではあって、開催の日付はそのま

までいけるかなというところでは想定されてはあ

ったんですが、なかなかそことの調整があったと

いうところで、正式通知があったのは３月の中旬

ということになってしまったと、そういった経緯

がございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 経緯は了解しました。 

  そうしますと、何人参加予定で、このバス代を

追加する台数についてはどういうことなんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 一応、こちらの大会に参加す

る人数ということでございます。こちらにつきま

しては、障害をお持ちの方、それからそのご家族

の方を含め、約70人ということでございます。 

  それから、今回、バスが必要になった台数とい

うことでございます。こちらにつきましては、基

本的に今回、９月30日に開催ということでござい

ますが、市のマイクロバスのほうは予約があいて

いたのでとれたということでございまして、結果

的には、民間からの借り上げバス、大型バスが２

台、それから中型バスが１台、計３台を民間から

の借り上げ、そして市有バスを合わせますと計４

台のバスで行くと、そういったことになっていま

す。 

  以上です。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、４台のうち大型バス２
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台分が今回補正されたという理解でよろしいでし

ょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 今回の補正につきましては、

大型バス２台分、そして中型バス１台分、合計３

台の補正という形でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 最初の時点で、中型バスは当初予算に

入っているという説明だったような気がします。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 失礼いたしました。当初予算

のほうで、中型バス１台のほうは確保してござい

ましたので、議員ご指摘のとおり、大型バス２台

ということです。失礼いたしました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第56号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第56号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 社会福祉課の皆さんのほうから何か

ございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  社会福祉課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いをいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 高齢福祉課の皆さんがお見えですの

で、今後、説明員として委員会に出席いただく皆

様から自己紹介をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 
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  高齢福祉課につきましては、今回、付託案件が

ございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （いきいき百歳体操の普及方法につい

て） 

○佐藤委員長 ほかに委員の方から何かございます

か。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （認知症サポーター養成講座に関す

る今後の計画等について） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （いきいき百歳体操の普及活動につい

て） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の皆さんから

何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  高齢福祉課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時３９分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんがお見えですの

で、今後、説明員として委員会に出席いただく皆

様から自己紹介をいただきたく思います。よろし

くお願いをいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  国保年金課につきましては、今回、付託案件が

ございません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  国保年金課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いをいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時４１分 
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再開 午前１０時４２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○佐藤委員長 市民課の皆さんがお見えですので、

今後、説明員として委員会に出席いただく皆様か

ら自己紹介をいただきたく思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  市民課につきましては、今回、付託案件がござ

いません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （パスポートの申請件数について） 

○佐藤委員長 そのほかで委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 市民課の皆さんから何かございます

か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  それでは最後に、保健福祉部全体でその他とし

て何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、以上で保健福祉

部の審査を終了いたします。 

  市民課及び保健福祉部の皆さん、今後ともどう

ぞよろしくお願いをいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時４７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、冨山子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。よろしくお願いします。 

○冨山子ども未来部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○佐藤委員長 次に、職員紹介に移ります。 

  子育て支援課の皆様がお見えですので、今後、

説明員として委員会に出席いただく皆様から自己

紹介をいただきたく思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  子育て支援課につきましては、今回、付託案件

がございません。 



－34－ 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、子育て支援課の

皆さんから何かございますか。 

  課長。 

○相馬子育て支援課長 （いなむら保育園の民営化

について） 

○佐藤委員長 そのほか子育て支援課の皆さんから

何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  子育て支援課の皆さん、今年度もどうぞよろし

くお願いをいたします。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○佐藤委員長 保育課の皆さんがお見えですので、

今後、説明員として委員会に出席いただく皆様か

ら自己紹介をいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第59号 那須塩原市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第59号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 那須塩原市の中では、今まで指導員

の例えば募集要項とかいろいろあったかと思うん

ですけれども、その中で、中卒なので指導員にな

れなかったとかあったのでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 こちらの条例で規定してございま

すように、高卒以上、現実、中卒では県の研修の

受講資格がないということでなることは、今まで

も出来ておりません。 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、現時点では中卒の方はい

らっしゃらないということになるんだと思うんで

すが、そうすると、この５年以上従事した者とい

うのは、今後そういう方が５年以上従事すれば受

講資格が得られるということなんでしょうか。そ

れとも、この（４）のところでいくと、免許証を
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持っていないということであった場合に、最初、

５年以上従事するその前段で、最初からもう従事

ができなければ５年たたないんだと思うんですが、

その最初に従事するというところについては、ど

ういう規定で従事するんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 これまでも、この支援員につきま

しては、資格を持った支援員と、その支援員を補

助する補助員ということで、補助員としてお勤め

いただいている方もいらっしゃいます。この条例

の施行に伴いまして、これまで補助員で例えば５

年以上勤務された方について門戸を広げるという

ふうな形になってございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、現時点でのその補助員に

なるための資格というのはもう全くないというこ

となんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 補助員となる資格というのは特に

ございません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、現時点ではどういう方

が補助員になっていらっしゃるんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 支援員としての資格がないけれど

支援員さんの補助をするということで、お手伝い

されている方が、一般的に補助員と呼ばれている

方でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これによって、いわゆる市長が適当と

認めた者ということで資格が得られるということ

になるんだろうと思うんですが、市としては、こ

れで、こういう資格が得られるというのはどれぐ

らいふえるというふうに見込んでいらっしゃるん

でしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 現在、補助員で中卒者の方という

のは、ちょっと統計は人数的にはとってございま

せん。ただ、支援員が全体で現在334人いらっし

ゃいます。そのうち補助員と呼ばれている方が

191名いらっしゃいます。この中の方で、中卒で

長く、５年以上ですね、勤めていらっしゃる方が、

今回の条例の改正によって、研修を受ける資格が

もらえるということでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 いまのところなんですが、つまり、補

助員さんっていろいろいらしたと、学生さんもい

たと思うんですけれども、やっていることは、同

じことをやっているような気がします。本当の指

導員と。ということは、これの条例を変えること

によって、もらうお給料とかそういうものが高く

なるというような解釈でよろしいわけでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 補助員から指導員ということにな

れば、当然、単価というか給料も上がってまいり

ます。 

○佐藤委員長 議事進行を副委員長と交代いたしま

す。 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 14ページに具体的に載っています、

現行と改正案ということで、（4）についてなん

ですけれども、今までは具体的に学校教育うんぬ

んということで、具体的に示されているんですけ

れども、改正後の教育職員免許法に規定する免許

状を有するものということなんですけれども、こ

れは具体的にはどのようなことなんでしょうか。 

○星副委員長 江連課長。 

○江連保育課長 教員の免許の更新制度、こういう

ものがございます。この関係で、これまではちょ

っとわかりにくかったということで、今回の改正
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にいたっているところでございます。実際は、資

格を持っていて更新をしていないがために失効さ

れている方についても、資格を取っている方につ

いては権利があるというか、受講資格があります

というのを今回明確に定めたものでございます。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

いたします。 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第59号 那須塩原市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正については原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第59号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、保育課の皆さんから何か

ございますか。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （放課後児童クラブの整備の進捗

状況及び西那須野キッズハウスでの病児病後児保

育の実施状況について報告） 

○佐藤委員長 ほかに保育課の皆さんから何かござ

いませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  それでは最後に、子ども未来部全体でその他と

して何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （わかば保育園の耐震工事及び民営化

等に関しての進捗について） 

○佐藤委員長 ほかに何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 (西那須野キッズハウスの県外の登録

者について) 

○佐藤委員長 ほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、以上で子ども未

来部の審査は終了いたします。 

  保育課及び子ども未来部の皆さん、今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時４０分 
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再開 午前１１時４４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ち、小泉教育部長からご挨拶をいた

だきます。よろしくお願いします。 

  部長。 

○小泉教育部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 次に、職員紹介に移ります。 

  教育総務課の皆さんがお見えですので、今後、

説明員として委員会に出席いただく皆様から自己

紹介をいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第56号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  平井課長。 

○平井教育総務課長 （議案第56号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第56号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第56号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  山形委員。 
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○山形委員 （埼玉小学校体育館整備の進捗状況に

ついて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （埼玉小学校体育館整備中の代替施設

について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

  平井課長。 

○平井教育総務課長 （新共英学校給食共同調理場

の内覧会及び落成式について） 

○佐藤委員長 そのほか教育総務課の皆さんから何

かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  教育総務課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  ここで昼食のため１時から再開をいたしますの

で、休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 学校教育課の皆さんがお見えですの

で、今後説明員として委員会に出席いただく皆様

から自己紹介をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第56号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小泉課長。 

○小泉学校教育課長 （議案第56号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 10款の教育費の１項４目の緊急スク

ールカウンセラーなんですけれども、国の事業実

施計画を提出して補正がついたということで先ほ

どご説明があったんですが、この国の事業実施計

画というものは、今後あと何年続くかとかという

のはわかるものなんですか。これは、要は東日本

大震災以降で、多分臨時的にというか、ついてい

るものだとは思うんですが、それがずっと続くと

すれば続いたほうがいいんですけれども、その辺

の見通しというものはどういうふうになっている

のかお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実は、つい最近、先日なんで

すけれども、国のほうから内々で、まだ確定では

ないけれども、今年度で終わりになる可能性があ
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るというふうな話はきました。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、やはり東日本大震災

以降、スクールカウンセラーが配置になって、被

災をした方の要は心のケアという部分が重立った

目的だったと思うんですけれども、その方たちだ

けではなく、教職員の方も初め保護者の方、子ど

も、児童生徒、やはりもうスクールカウンセラー

がいない状態は考えられないと思うんですね。そ

れで国の補助がなくなりました、もう内々は決ま

ってしまっているということで、市のほうでは今

後、そこを自分的には切ってほしくないなという

部分はあるんですが、今後どのようにそこは配置

していくのか、それとも配置する考えがないのか

お聞きします。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 確かにそのとおりでありまし

て、ただ、この緊急スクールカウンセラーそのも

のが国の災害救助法に基づいて適用地域というふ

うにされたところ全体に活用できるということだ

ったわけなんですけれども、那須塩原市そのもの

はその適用地域ですので、避難してきた子どもた

ちだけではなくて、那須塩原市内の児童生徒全て

に対応できるカウンセラーだったわけなんですね。

ですが、それがなくなるともしなれば、これは非

常に困ってしまうわけなんですが。今現在、県の

スクールカウンセラーというのも本市では配置し

ております。国のほうの動きとして、もしかする

と、県のスクールカウンセラー配置に係る予算を

国のほうから補助するという形で、今やっている

もののかわりに、そういうふうになる可能性もあ

るかもしれない。そうなれば、これは助かること

なんですけれども、それもなく国、県のカウンセ

ラーが今までどおりの数しかこないとなれば、市

で何とかするしかならないので、これからいろん

な方面にかけ合っていく必要があるかなとは考え

ております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 まだどうなるかは先が見えない部分

では、今から動くというのは非常に難しいことで

はあるかなと思うんですが、スクールカウンセラ

ーそのものも、多分人材確保が物すごく難しいと

思うんですね。やはりそこはそれとして、もう何

でしょう、裏情報じゃないですけれども、何かこ

うネットワーク的な部分を使いながら、こういう

人がいるとかというのも下準備をしながら、今か

らやっていかないと、いざというときに誰もいな

い、困ったわという、この穴が抜けた状態になっ

てしまうのが一番困ると思うんですけれども、そ

の辺の対応をしっかりしていただけたらなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 ぜひそのように対応していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 先ほどの金額の話なんですが、照らし

合わせてみると、ちょっと何か合っていないのか

なと思って、ちょっともう一度説明していただけ

ますか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 すみません、５ページの資料

ですと、ちょうど緊急スクールカウンセラーと、

それからオリパラが分かれていないためにちょっ

とわかりづらくて失礼いたしました。 

  その真ん中の報償金です、1059の報償金のとこ

ろがスクールカウンセラーに係るほうが208、そ

れからオリンピックのほうの謝金に係るほうが

851となります。そうなりますので、スクールカ

ウンセラーについては208と上の1920で足して先
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ほどの金額、オリパラのほうは851と下の474と５

を足して先ほどの1330になると思われます。 

○山形委員 わかりました。 

○小泉学校教育課長 すみませんでした。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第56号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第56号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 （リンツ市との交流に関する学校教育

課と国際交流協会との情報交換について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （教員免許の確認体制について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の皆さんから

何かございますか。 

○小泉学校教育課長 特にございません。 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  学校教育課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時２０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 生涯学習課の皆さんがお見えですの

で、今後説明員として委員会に出席いただく皆様

から自己紹介をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  生涯学習課につきましては、今回付託案件がご
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ざいません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （（仮称）駅前図書館の進捗状況につ

いて） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

  金子委員。 

○金子委員 （青少年係の事務について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  金子委員。 

○金子委員 （那須野が原博物館の更なる発展につ

いて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の皆さんから

何かございますか。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （狩野公民館多目的ホールの

地域再生計画に関する検証について） 

○佐藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  生涯学習課の皆さん、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時３７分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 スポーツ振興課の皆さんがお見えで

すので、今後説明員として委員会に出席いただく

皆様から自己紹介をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５８号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第58号 那須塩原市体育施設条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 （議案第58号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 別表のくろいそ運動場野球場の使用料

の件ですが、放送設備、それからスコアボードは

同時に貸し出すという考えだということですかね。

放送設備とスコアボードが別になるということは
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ないという考えでよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 両方セットという考え方

でございます。放送設備とスコアボードにつきま

しては、操作位置が同じ場所にあるということが

あるものですから、両方セットということで考え

てございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第58号 那須塩原市体育施設条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第58号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５６号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第56号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 （議案第56号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 今、説明の中で、体育施設の中で、東

小屋運動場外周柵設置、これございますが、現状

維持ということは、以前に外周柵がきれいに設置

されていたものを復旧してお返しするという考え

の中での工事ですか、これは。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 こちらにつきましては、

この体育施設の入り口にある部分なんですけれど

も、東側のほうですかね、防火水槽などがその入

り口の部分にあったりする場所がございまして、

そういったところが一般の方に今度自由に車をと

められてしまうと不都合等もございますので、簡

易的な柵のようなものを設置して、そういった安

全なんかも図りたいというようなこと。今はオー

プンの状態になっているものですから、そういっ

たところに手前にそういった柵などを置いて、常

時そういったところに車をとめられないような、

そういった工夫をちょっと返還の中で対応したい

ということで、その柵の設置ということで今回予

算のほうを計上させていただいております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  ありませんか。 
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  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、工事請負費の中の施設撤去、

これ具体的にどういう施設を撤去して、それから

外周柵の設置、再度もう一度、どの場所にどうい

うふうにこれを設置して、それでお返しするとい

うことになるのかご説明いただけますでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 まず施設の撤去について

でございますが、グラウンド内にございますバッ

クネット、そちらが２カ所ございます。ソフトボ

ールの関係で使っているものが、中に何カ所かそ

ういった大きい、ベンチのかわりに使っています

Ｕ字側溝などもございます。そういったものなど

の撤去。あと、昔ゲートボール場をこちらのほう

に設置してございますので、ゲートボール場のほ

うのフェンスの撤去。あと、その外周に側溝が埋

設されておりますので、そちらのほうの撤去。あ

とは管理棟ということで、トイレなどもその中に

ある管理棟が西側にございます。そちらのほうの

撤去などが施設の撤去費用ということでなってお

ります。 

  外周柵につきましては、こちらは三本木のほう

から入ってくる進入路のところ、ちょうど十字路

の交差点になるところなんですけれども、そちら

のほうに入り口のところにちょうど防火水槽とい

うものがあの位置にございます。そちらのほうで

すね、自由に一般の方が、今出入りが自由な状態

になっているものですから、自由にそちらのほう

に車がとまってしまいますと、今後火災等々、そ

ういった場合に困難な部分があるのかと、緊急時

に対応ができないということも考えられますので、

移動の可能な、ウマといったらいいんでしょうか

ね。単管パイプなどを使っている、そういったも

のを、移動可能なもの、そういったものなどを入

り口の部分に新たに設置させていただくというも

のでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第56号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第１号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第56号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （東小屋運動場利用者の代替施設につ

いて） 

○佐藤委員長 その他で委員の皆さんから何かござ
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いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （東小屋運動場外周柵設置費用の計上

について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから何かご

ざいますか。 

  織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 （第77回国民体育大会開

催に向けた取り組みについて） 

○佐藤委員長 ほかにスポーツ振興課の皆さんから

何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これで終了いた

します。 

  それでは、最後に教育部全体でその他として何

かございますか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、以上で教育部の

審査を終了いたします。 

  スポーツ振興課及び教育部の皆さん、今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

  ここで執行部退出のため暫時休憩といたします。 

  引き続き10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 続いて、大きな４のその他に入りま

す。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 なければ、事務局のほうから連絡が

ありますので、連絡のほうをお願いします。 

○磯書記 （事務連絡。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 これで今定例会における当委員会の

議事日程は全て終了いたします。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し議長に

提出いたしますので、ご一任くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時１６分 

 


